
■募集人数：２名 

■募集資格：次の要件をすべて満たす方 

（１）鳥取県図書館協会の個人会員である方 （応募と同時入会・会員継続を可とする） 

（２）年２回程度、鳥取県立図書館で平日昼間に開催する理事会に出席できる方 

（３）図書館のあり方や読書活動推進に対して関心が高く、会議において公平・公正な立場で

建設的な意見を述べることができる方 

■鳥取県図書館協会理事について 

・職務：理事会へ参加し、総会に提案する議案、総会から付託された事項及びその他必要な

事項について審議すること。  

・人数：若干名 

・任期：２年 （令和７年７月１日から令和９年６月３０日まで） 

・報酬：なし、交通費：県の規定に準じ実費を支給します。 

・鳥取県図書館協会ホームページで氏名を公表します。 

 

裏面の応募用紙に、氏名、連絡先、所属及び「これまでの図書館や読書活動と

のかかわり」（６００字程度）を記入し、郵送、ファクシミリ、電子メール又は持参の

いずれかでご応募ください。 締切：令和７年６月２５日（水）必着 
※６月２５日（水）午後１時３０分から鳥取県立図書館で開催する鳥取県図書館協会定期総会においても応募を受

け付けます。 

鳥取県図書館協会事務局 

（鳥取県立図書館内） 

〒680-0017 鳥取市尚徳町 101 担当：高橋 

電話：0857-26-8155 FAX：0857-22-2996 

電子メール：toshokan@pref.tottori.lg.jp 

 個人会員の皆様の意見を協会の運営に反映するために 

◆ 応募・問合せ先 

◆ 応募方法 


